
証券コード ９３１２
２０２２年６月８日

株 主 各 位
東京都港区海岸３丁目４番２０号

代表取締役社長 杉 山 光 延

第７５期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配をたまわり厚くお礼申しあげます。
さて、当社第７５期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、適切な感染防止策を実

施させていただいた上で、開催させていただくことといたしました。
株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、書面により事前

に議決権を行使していただき、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申しあげ
ます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議
案に対する賛否をご表示いただき、２０２２年６月２８日（火曜日）午後６時までに到着するよ
うご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記
1. 日 時 ２０２２年６月２９日（水曜日）午前１０時
2. 場 所 東京都港区海岸３丁目４番２０号

当社 本社６階会議室
3. 総会の目的事項

報 告 事 項 1.第７５期（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日まで）事業報告
の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件

2.第７５期（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日まで）計算書類
の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

定款一部変更の件
取締役１１名選任の件
監査役１名選任の件
補欠監査役１名選任の件
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

＜株主様へのお願い＞

◎ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会へご来場される株主様は、会場内でのマ

スクの常時ご着用と、アルコールによる手指の消毒にご協力をお願いいたします。

◎ 会場受付付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方

はご入場をお断りする場合がございます。

◎ 株主総会の運営スタッフは検温を含め、体調を確認の上、マスク着用で応対をさせていただ

きます。

◎ 感染リスク低減の観点から、会場内の座席の間隔をあけて配置いたします。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます

ようお願い申しあげます。

◎ 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の

「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第１６条の規定に基づき、インターネ

ット上の当社ウェブサイト（https://www.keihin.co.jp/）に掲載しておりますので、本招

集ご通知の添付書類には記載しておりません。従って、本招集ご通知の添付書類は、監査報

告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査した対象の一部であります。

◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、

インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.keihin.co.jp/）にて、修正後の内容

を掲載させていただきます。

― 2 ―

2022年05月24日 19時57分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



（添付資料）

事 業 報 告

(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活動が抑制

され、一部に持ち直しの動きがみられたものの、全体としては厳しい状況となりました。

このような環境の中、当社グループにおいては、国内物流事業は、配送取扱いの減少等に

より減収減益となり、国際物流事業は、輸出車両の海上輸送、複合一貫輸送、海運貨物、プ

ロジェクト貨物の取扱いが増加し増収増益となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は５４１億８百万円（前期比５９億４千８百万円の

増収、１２.４％増）、営業利益は３１億４千万円（前期比７億１千４百万円の増益、２９.

４％増）、経常利益は３２億８千６百万円（前期比７億７千万円の増益、３０.６％増）、親

会社株主に帰属する当期純利益は２２億６千３百万円（前期比５億１千３百万円の増益、２

９.４％増）となりました。

当社グループのセグメント別概況は、次のとおりであります。

セグメント別事業内容および売上高

セグメント 主 要 な 事 業 内 容
当 期
(百万円)

前 期
(百万円)

前期比増減

金額(百万円) 比率(％)

国内物流事業
倉庫保管、倉庫荷役、流通加工、
陸上運送

27,777 31,798 △4,021 △12.6

国際物流事業
国際運送取扱、航空運送取扱、
通関、港湾作業

27,300 17,308 9,991 57.7

セグメント間
内部売上高

△968 △946 △21 －

合 計 54,108 48,159 5,948 12.4
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国内物流事業

国内物流事業におきましては、倉庫業は、保管・入出庫の取扱いが増加し、売上高は７１

億２千５百万円（前期比４.７％増）、流通加工業の売上高は６７億１千４百万円（前期比１

０.４％減）、陸上運送業は、配送取扱いが減少し、売上高は１３１億２千５百万円（前期比

２１.２％減）となりました。

以上の結果、国内物流事業の売上高は２７７億７千７百万円（前期比４０億２千１百万円

の減収、１２.６％減）、営業利益は２７億２千８百万円（前期比５億８千６百万円の減益、

１７.７％減）となりました。

国際物流事業

国際物流事業におきましては、経済活動の再開に伴う荷動き増や船腹スペース・空コンテ

ナ不足の長期化に伴う運賃上昇により、売上高が増加しました。

国際運送取扱業は、輸出車両の海上輸送、複合一貫輸送、海運貨物、プロジェクト貨物の

取扱いが増加し、売上高は２２７億６千万円（前期比６２.６％増）、航空運送取扱業は、輸

出入貨物の取扱いが増加し、売上高は２４億４千６百万円（前期比８６.１％増）、港湾作業

の売上高は２０億９千３百万円（前期比４.９％増）となりました。

以上の結果、国際物流事業の売上高は２７３億円（前期比９９億９千１百万円の増収、５

７.７％増）、増収効果により、営業利益は１９億７千万円（前期比１３億４千万円の増益、

２１２.９％増）となりました。
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(2) 対処すべき課題

今後の景気動向につきましては、新型コロナウイルス感染症およびロシアによるウクライ

ナ侵攻の影響により、先行きは不透明で予断を許さない状況にあります。

物流業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の収束時期が明確に見通せない中、

サプライチェーンの混乱、円安や資源価格高騰による物価の上昇、更にはロシアのウクライ

ナ侵攻により海外物流網の混乱が長期間継続するおそれがあることから、当社グループの業

績にも影響を及ぼすことが懸念されます。

このような状況の中、当社は、引続きグループ内の連携を強化することで顧客ニーズに対

応した質の高いサービスを提供することにより、新規顧客の獲得と安定的な貨物取扱いの確

保に努めるほか、国内外の有力拠点への施設拡充も視野に入れつつ、生産性の向上を図るこ

とで、事業基盤の強化に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、なにとぞ今後とも一層のご指導とご支援をたまわりますよ

うお願い申しあげます。

(3) 設備投資および資金調達の状況

当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は９億９千９百万円であり、その主なもの

は東京地区および横浜地区における物流施設の改修工事であります。

なお、当連結会計年度の設備投資に必要な資金は、銀行借入金および自己資金によりまか

なっております。

(4) 財産および損益の状況

区 分
2018年度
第72期

2019年度
第73期

2020年度
第74期

2021年度
第75期(当期)

売 上 高 (百万円) 49,552 47,702 48,159 54,108

経 常 利 益 (百万円) 1,741 1,951 2,516 3,286

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 1,213 1,420 1,749 2,263

１株当たり当期純利益 (円) 185.78 217.57 267.95 346.64

総 資 産 (百万円) 41,156 41,538 42,543 41,989

純 資 産 (百万円) 17,224 18,168 19,670 21,493

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 2,638.10 2,782.66 3,012.74 3,291.97

(注) 当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用し
ており、当連結会計年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載
しております。
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(5) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 子会社および関連会社の状況

会 社 名 資 本 金
議決権比率

(％)
主 要 な 事 業 内 容

ケ イ ヒ ン 配 送 株 式 会 社 90百万円 100.0
(29.6)

流通加工、宅配

ケ イ ヒ ン 陸 運 株 式 会 社
( 本 店 東 京 都 足 立 区 )

30
100.0
(75.0)

陸上運送、倉庫荷役、
流通加工

ケ イ ヒ ン 陸 運 株 式 会 社
( 本 店 愛 知 県 大 府 市 )

50
100.0
(75.0)

ケ イ ヒ ン 陸 運 株 式 会 社
( 本 店 兵 庫 県 神 戸 市 )

90
100.0
(80.0)

ケ イ ヒ ン 海 運 株 式 会 社 10
100.0
( ―)

国際運送取扱、通関、
船舶代理店

ケ イ ヒ ン 港 運 株 式 会 社 52
100.0
(75.0)

国際運送取扱、通関、
港湾作業

ケ イ ヒ ン 航 空 株 式 会 社 50
100.0
(75.0)

航空運送取扱、通関

ケ イ ヒ ン コ ン テ ナ 急 送 株 式 会 社 30
100.0
(75.0)

海上コンテナ輸送

オーケーコンテナエキスプレス株式会社 20
100.0
(100.0)

ダ ッ ク シ ス テ ム 株 式 会 社 10
100.0
(80.0)

物流システムソフト開発、
情報処理

ケ イ ヒ ン マ ル チ ト ラ ン ス
( ホ ン コ ン ) リ ミ テ ッ ド

1,000千香港ドル
100.0
( ―)

国際運送取扱、通関

エ ヴ ェ レ ッ ト ス テ ィ ー ム シ ッ プ
コ ー ポ レ ー シ ョ ン

27,454
千フィリピン

ペソ

100.0
( ―)

ケイヒン エヴェレット フォワーディング
カ ン パ ニ ー イ ン ク

8,250
千フィリピン

ペソ

100.0
(80.0)

ケイヒン マルチトランス(シンガポール)
プ ラ イ ベ ー ト リ ミ テ ッ ド

1,200
千シンガポール

ドル

100.0
( ―)

ケイヒン マルチトランス タイワン
カ ン パ ニ ー リ ミ テ ッ ド

10,000
千ニュータイワン

ドル

50.0
(25.0)

(注) 1. 議決権比率欄の（内書）は、間接所有割合であります。
2. ケイヒン マルチトランス タイワン カンパニー リミテッドは、持分法適用関連会社であります。
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(6) 主要な営業所

① 当 社

名 称 所 在 地 所 属 事 業 所

本 社 東京都港区

関 東 営 業 部 東京都港区
新お台場・大井８号・大井輸出入・ワールド（青
海）・城北・港南・板橋・千葉・大黒埠頭・山下埠
頭・本牧・本牧ＣＣ・神奈川

国 際 輸 送 営 業 部 東京都港区

プロジェクトカーゴ営業部 東京都港区

海上・ターミナル営業部 神奈川県横浜市

名 古 屋 支 店 愛知県名古屋市 名港西・大府・中川

関 西 営 業 部 大阪府大阪市 堺浜・茨木・高槻・六甲冷蔵・新港埠頭・摩耶埠頭

宅 配 統 轄 部 神奈川県横浜市

② 子会社および関連会社

会 社 名 本社所在地

ケイヒン配送株式会社 神奈川県横浜市

ケイヒン陸運株式会社 東京都足立区

ケイヒン陸運株式会社 愛知県大府市

ケイヒン陸運株式会社 兵庫県神戸市

ケイヒン海運株式会社 神奈川県横浜市

ケイヒン港運株式会社 兵庫県神戸市

ケイヒン航空株式会社 東京都港区

ケイヒンコンテナ急送株式会社 東京都品川区

オーケーコンテナエキスプレス株式会社 神奈川県横浜市

ダックシステム株式会社 神奈川県横浜市

ケイヒン マルチトランス（ホンコン）リミテッド 香港

エヴェレット スティームシップ コーポレーション フィリピン

ケイヒン エヴェレット フォワーディング カンパニー インク フィリピン

ケイヒン マルチトランス (シンガポール) プライベート リミテッド シンガポール

ケイヒン マルチトランス タイワン カンパニー リミテッド 台湾

(注) ケイヒン マルチトランス タイワン カンパニー リミテッドは、持分法適用関連会社であります。
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(7) 従業員の状況

① 企業集団の従業員の状況

セグメントの名称 従 業 員 数 前期末比増減

国 内 物 流 事 業 581名 12名増

国 際 物 流 事 業 303名 21名減

全 社 （共 通) 62名 1名増

合 計 946名 8名減

(注) 1. 従業員数は就業人員であります。
2. 上記のほか、臨時従業員が年間平均で932名おります。
3. 全社（共通）は、管理部門の従業員であります。

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

315名 12名増 40.0歳 16.3年

(注) 1. 従業員数は就業人員であります。
2. 上記のほか、臨時従業員が年間平均で104名おります。

(8) 主要な借入先および借入額

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 横 浜 銀 行 2,798百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,034

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,389

朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 722

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 700

(注) 上記の借入額は社債を含んでおります。
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2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 24,800,000株

(2) 発行済株式の総数 6,536,445株（自己株式7,499株を含む。）

(3) 株 主 数 3,335名

(4) 大株主（上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

京 友 株 式 会 社 613千株 9.40％

朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 497 7.61

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 482 7.39

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口 ) 466 7.14

フ ィ ー ド ・ ワ ン 株 式 会 社 465 7.13

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 391 5.99

株 式 会 社 横 浜 銀 行 325 4.99

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 275 4.23

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 196 3.01

共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社 122 1.87

(注) 持株比率は、自己株式（7,499株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の状況（2022年３月31日現在）

氏 名 地 位 担 当 重要な兼職の状況

大 津 育 敬 代表取締役会長
・エヴェレット スティームシップ コーポレーシ
ョン代表取締役会長 兼 社長

杉 山 光 延 代表取締役社長

浅 脇 誠 専 務 取 締 役
管理部門担当 兼
内部統制室長

関 本 篤 弘 専 務 取 締 役
営業部門担当 兼
宅配統轄部長

・ケイヒン配送株式会社代表取締役社長

大 津 英 敬 常 務 取 締 役
社 長 室 長 兼
システム統轄部長

坂 井 賢 敏 常 務 取 締 役 海上・ターミナル営業部長 ・ケイヒン海運株式会社代表取締役社長

尾 曲 裕 之 取 締 役 プロジェクトカーゴ営業部長

荒 井 正 俊 取 締 役 財 務 部 長

桑 嶋 耕 造 取 締 役 人 財 開 発 部 長

吉 村 裕 取 締 役 関 西 営 業 部 長
・ケイヒン陸運株式会社（本店 兵庫県神戸市）
代表取締役社長

・ケイヒン港運株式会社代表取締役社長

筒 井 章 太 取 締 役 営 業 統 轄 部 長

葉 梨 陽一郎 取 締 役 関 東 営 業 部 長
・ケイヒン陸運株式会社（本店 東京都足立区）
代表取締役社長

酒 井 透 取 締 役

本 保 芳 明 取 締 役
・東京都立大学客員教授
・イオンディライト株式会社社外取締役

野 村 洋 資 常 勤 監 査 役

杉 野 直 樹 常 勤 監 査 役

森 信 一 監 査 役 ・東亜道路工業株式会社常勤監査役
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(注) 1. 取締役酒井透および本保芳明の両氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役杉野直樹および監査役森信一の両氏は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役野村洋資氏は当社財務部門を含む管理部門の責任者を歴任しており、また、常勤監査役

杉野直樹氏は金融機関の財務部門における責任者を務めた経験があり、両氏は財務および会計に関
する相当程度の知見を有しております。

4. 取締役酒井透および本保芳明の両氏ならびに常勤監査役杉野直樹氏は、東京証券取引所の定めに基
づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

5. 2021年6月29日開催の第74期定時株主総会において、野村洋資氏が監査役に新たに選任され、就任い
たしました。

6. 2021年6月29日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により野村洋資氏は取締役を
退任いたしました。

7. 2021年6月29日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により柏岡裕氏は監査役を退
任いたしました。

8. 取締役本保芳明氏は、国土交通省観光庁参与を兼務しておりましたが、2021年10月13日をもって退
任いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は社外取締役２名および監査役３名との間で、定款の規定に基づいて責任限定契約

を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は、会社法第４２３条第１項の賠

償責任について、当該社外取締役または監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過

失がないときは、会社法第４２５条第１項で定める最低責任限度額を限度とするもので

す。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第４３０条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結し、被保険者が負担することになる、役員等がその職務の執行に関し責任を

負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害

を、当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の被保険者の範囲

は、当社の取締役、監査役および重要な使用人であり、保険料は当社が全額負担してお

ります。

なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該保険契約に

免責額についての定めを設け、一定額に至らない損害については補填の対象としないこ

ととしております。

(4) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等

① 取締役および監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役（社外取締役は除く）の報酬は、月例の固定報酬および退職慰労金で構成してお
り、固定報酬は、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で算定するものと
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し、個人別の報酬額については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が役位・
業績等を勘案した上で決定するものとしております。退職慰労金は、株主総会の決議に
より退任後に支給するものとし、具体的金額については、取締役会の委任決議に基づき
代表取締役社長が内規に従い役位・在任年数・功績に応じて算定した上で決定するもの
としております。
社外取締役および監査役の報酬は、経営に対する独立性・中立性を図る観点から、月例
の固定報酬のみとしており、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で算定す
るものとし、個人別の報酬額については、取締役については、取締役会の委任決議に基
づき代表取締役社長が役割等を勘案した上で決定するものとし、監査役については、監
査役の協議により、役割等を勘案した上で決定しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会の決議により決定し
ております。

② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議年月日は、２０１５年６
月２６日であり、決議の内容は、取締役の報酬等の金額（ただし、退職慰労金の金額は
含まない。）を年額３億６,０００万円以内（うち社外取締役分２,０００万円以内）、監
査役の報酬等の金額（ただし、退職慰労金は含まない。）を年額７,０００万円以内と
し、取締役の報酬等の金額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものと
しております。また、当該決議に係る役員の員数は、取締役は１３名（うち社外取締役
２名）、監査役は４名であります。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長杉山光延氏が取締役の個
人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内で、固定報酬につ
いては役位・業績等を勘案した上で、退職慰労金については内規に従い役位・在任年
数・功績に応じて算定した上で決定するというものであります。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績や経営状況を踏まえた上で、各取締役
の公正な評価を行い得る立場にある代表取締役社長に委任することが妥当であると判断
したためであり、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬額等の内容が決定方針に
沿うものであると判断しております。
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④ 取締役および監査役の報酬等の総額等

役 員 区 分
報酬等の
総額

(百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

(名）固定報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等 退職慰労金

取締役
（うち社外取締役）

307
(12)

228
(12)

－
(－)

－
(－)

78
(0)

15
(2)

監査役
（うち社外監査役）

21
(10)

20
(10)

－
(－)

－
(－)

1
(0)

4
(2)

(注) 1. 退職慰労金には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額79百万円を記載しております。
2. 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人給与相当額72百万円を支払っております。

(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行者との重要な兼職の状況

取締役本保芳明氏は、東京都立大学の客員教授およびイオンディライト株式会社の社外
取締役であります。なお、当社と東京都立大学およびイオンディライト株式会社との関
係で記載すべき該当事項はありません。
また、同氏は、国土交通省観光庁参与を兼務しておりましたが、２０２１年１０月１３
日をもって退任いたしました。なお、当社と国土交通省観光庁との関係で記載すべき該
当事項はありません。

② 他の法人等の社外役員との重要な兼職の状況
監査役森信一氏は、東亜道路工業株式会社の社外監査役であります。なお、当社と東亜
道路工業株式会社との関係で記載すべき該当事項はありません。

③ 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

④ 当事業年度における主な活動状況

氏 名 区 分 主な活動状況

酒 井 透 取 締 役
当事業年度開催の取締役会１１回全てに出席し、会社経営者としての
豊富な経験等を踏まえ、適宜意見を述べております。

本 保 芳 明 取 締 役
当事業年度開催の取締役会に１１回中１０回出席し、国土交通省にお
ける長年の経験等を踏まえ、適宜意見を述べております。

杉 野 直 樹 監 査 役
当事業年度開催の取締役会１１回全てに、また、監査役会１２回全て
に出席し、金融機関における長年の経験等を踏まえ、また、法令遵守
等の視点に立ち、適宜意見を述べております。

森 信 一 監 査 役
当事業年度開催の取締役会に１１回中１０回、また、監査役会に１２
回中１１回出席し、金融機関における長年の経験等を踏まえ、また、
法令遵守等の視点に立ち、適宜意見を述べております。
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⑤ 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

取締役酒井透氏は、長年にわたり会社の経営に携わっており、その経営者としての豊富

な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に就任いただい

ております。同氏には、経営トップとしての経験を生かし、当社の属する業界にとらわ

れない視点から当社の経営に対し貴重な意見・助言をいただく等、経営監督機能の強化

に資する役割を期待しており、取締役会はもとより、業務執行に関する事項を決定する

会議にも適宜出席し、独立の立場から意見等を述べております。

取締役本保芳明氏は、国土交通省における長年の経験と経営者としての幅広い見識を当

社の経営に反映していただくため、社外取締役に就任いただいております。同氏には、

国土交通省における経験と経営者としての経験を生かし、物流業界を含む幅広い視点か

ら当社の経営に対し貴重な意見・助言をいただく等、経営監督機能の強化に資する役割

を期待しており、取締役会はもとより、業務執行に関する事項を決定する会議にも適宜

出席し、独立の立場から意見等を述べております。

5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

(ⅰ)当事業年度に係る報酬等の額 37百万円

(ⅱ)当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 37百万円
(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ

く監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記(ⅰ)の金額に
はこれらの合計額を記載しております。

2. 当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を
確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会社法、公認会計士法等の法令に定める事由の発生等により、会計監査人の職務の適切

な執行に支障をきたすことが認められる場合、監査役会は会計監査人の解任または不再

任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いた

します。

また、会社法第３４０条の規定により、監査役会が監査役全員の同意に基づき会計監査

人を解任した場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会に

おいて、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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6. 会社の体制および方針

(1) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題として位置づけており、将来にお

ける企業の成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保を確保しつつ、安定的に

配当を行うことを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、２０２２年５月２３日開催の取締役会において、次のと

おり決議いたしました。

① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき 50円00銭

配当総額 326,447,300円

② 剰余金の配当が効力を生じる日

２０２２年６月３０日

(2) 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

当社が内部統制システムとして決議した事項は、次のとおりであります。

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システム（当

社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制）を整備する。

1. 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

① 取締役および使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、「ケイヒングループ行動

規範」および「ケイヒングループ行動指針」を制定する。

② コンプライアンスの統轄組織として「危機管理委員会」を設置し、違反行為に対す

る予防、対応、再発防止のための措置等を行う。また、その下部組織として、「コ

ンプライアンス統轄チーム」を設け、「コンプライアンスマニュアル」に基づき、

コンプライアンス体制の整備・推進を図る。

③ コンプライアンスに関する内部通報制度として「ヘルプライン」を設け、その窓口

として「社内ヘルプライン窓口」を当社内に、「社外ヘルプライン窓口」を社外の

弁護士事務所内に、それぞれ設置する。

④ コンプライアンスに違反する事態が発生した場合には、「危機管理委員会」を経て、

その内容・対処案等を代表取締役、取締役会、監査役に報告する。

⑤ 内部監査部門として「内部統制室」を置き、「内部監査規程」に基づいてコンプラ

イアンスを含めた内部監査を行う。
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⑥ 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、毅然とした態度

で関係を遮断する。

2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 事業運営リスクの統轄組織として、「危機管理委員会規程」に基づき「危機管理委

員会」を設置し、リスク発生の未然防止、リスクが発生した場合に損失を最小限に

止めるための措置、および再発防止のための措置など、リスク管理体制の整備・推

進を図る。

② 損失等の発生が懸念・予測される場合、および現実に発生した場合は、直ちに「危

機管理委員会」に報告する。

③ 損失が発生した場合は、必要に応じて「対策本部」を設置し、損失の拡大を防止す

るとともに、損失を最小限に止める措置を講ずる。

④ 「内部統制室」は、監査計画を策定し、定期的に内部監査を実施する。

3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の効率性を図るとともに、取

締役会を必要に応じて適宜臨時に開催するなどして、その意思決定の迅速性を確保

する。

② 取締役、監査役、必要によりグループ会社社長および関係者を構成員とする「グル

ープ統轄会議」を原則として毎月２回程度開催し、業務執行に関する基本的事項お

よび重要事項に係る意思決定を機動的に行う。

4. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

① 取締役の職務の執行に係る情報の取扱いは、法令および「取締役文書管理規程」に

基づき適切に保存し管理する。

② 取締役および監査役は、これら職務執行情報を閲覧できるものとする。

5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① コンプライアンス体制とリスク管理体制については、当社とグループ会社とを一体

化した体制を整備し、当社「危機管理委員会」が統轄するものとする。

② グループ会社もコンプライアンスに関する内部通報制度を定め、「ヘルプライン」

を設け、その窓口として「社内ヘルプライン窓口」を当社内に、「社外ヘルプライ

ン窓口」を社外の弁護士事務所内に、それぞれ設置し一元的に対応する。
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③ グループ会社の業務運営については、「グループ統轄会議」において適時報告を受

けるとともに、経営管理上および業務遂行上の重要事項について審議を行う。

④ グループ会社の内部監査は、当社「内部統制室」が統轄して、外部専門家である監

査法人に実施を委託し、その監査結果は、当社代表取締役・当該グループ会社代表

取締役および「グループ統轄会議」に報告する。

⑤ 当社およびグループ会社の財務報告に係る内部統制の評価および改善・指導は、当

社「内部統制室」が行う。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に

関する事項および監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

① 監査役の職務の補助は、「内部統制室」の使用人が兼務して行う。

② 監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助者は、その命令に関し取締役および

内部統制室長の指揮命令を受けない。

③ 監査役の職務を補助すべき使用人の任命、異動等については、事前に監査役会の同

意を得るものとする。

7. 取締役および使用人等の監査役への報告に関する体制その他の監査役の監査が実効的

に行われることを確保するための体制

① 当社の取締役は、当社の使用人ならびにグループ会社の取締役、監査役および使用

人等から会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実について報告を受けた場合、

ならびに自らその事実を発見した場合は、社内規程に従って、直ちに代表取締役に

報告し、監査役に通知する。

② 当社の監査役は、重要な意思決定および業務の執行状況を把握するため、取締役会

および「グループ統轄会議」に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する

文書をモニターし、必要に応じて当社の取締役および使用人ならびにグループ会社

の取締役、監査役および使用人等から説明を受けることができるものとする。

③ 当社の「危機管理委員会」は、当社およびグループ会社の「ヘルプライン」への通

報等に基づく調査結果の概要等について、当社監査役に対して報告する。

④ 当社の取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、会合を開催し情報および意

見交換を行う。

⑤ 当社は、当社の監査役が当該職務の執行のための費用を請求するときは、当該監査

役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない

ものとする。
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（業務の適正を確保するための体制の運用状況）

当社では、上記方針に基づいて、内部統制システムの整備とその適切な運用に努めてお

ります。当期において実施いたしました内部統制上重要と考える主な取組みは、次のとお

りであります。

1. コンプライアンスに関する体制

ケイヒングループのすべての取締役および使用人に法令等の遵守を徹底するため、

「ケイヒングループ行動規範」および「ケイヒングループ行動指針」を制定し周知し

ております。また、当社とグループ会社とを一体化した体制として、コンプライアン

ス関連事項についての報告・相談窓口となる「コンプライアンスオフィサー」を各部

署に配置するとともに、内部通報制度として「ヘルプライン」を設け、「社内ヘルプ

ライン窓口」に加え、社外の弁護士事務所を窓口とする「社外ヘルプライン窓口」を

設置しております。

2. リスク管理に関する体制

リスク発生の未然防止、リスクが発生した場合に損失を最小限に止めるための措置、

再発防止のための措置などを審議するための組織として「危機管理委員会」を設置し

てグループ会社を含めた一体的なリスク管理を行っており、四半期ごとに取締役会に

対してリスク管理に関する事項を報告しております。

3. 内部監査に関する体制

「内部統制室」が、監査計画を策定し定期的に内部監査を実施しており、グループ会

社の内部監査は「内部統制室」が統轄して、外部専門家に委託し実施しております。

4. 取締役の効率的な職務執行に関する体制

定例のほか取締役会を必要に応じて適宜臨時に開催して意思決定の迅速性を確保する

ほか、「グループ統轄会議」を月２回程度開催して、業務執行に係る意思決定やグル

ープ会社の経営管理・業務遂行に係る重要事項の審議を機動的に行っております。

5. 監査役監査の実効性確保に関する体制

監査役は、取締役会および「グループ統轄会議」に出席するとともに、稟議書その他

業務執行に係る文書をモニターし、必要に応じて当社およびグループ会社の取締役、

使用人等に説明を求めるほか、「内部統制室」や会計監査人との情報・意見交換や代

表取締役との会合を通じて、監査の実効性の確保を図っております。
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(3) 会社の支配に関する基本方針

当社は、「財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を定め

ており、その内容は次のとおりです。

当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えます。したがって、当社の

財務および事業の方針の決定を支配することが可能な量の株式を取得する買付提案に応じる

か否かの判断は、最終的には株主の皆様のご意思に委ねられるべきものと考えます。

しかし、株式の大規模買付行為の中には、①買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企

業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、②株主に

株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、③対象会社の取締役会や株主が買付の条件

等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情

報を提供しないものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させ

ることにはならないものも存在します。当社は、このような不適切な大規模買付行為を行う

者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。

そのような大規模買付行為を行おうとする者に対しては、情報開示を積極的に求め、当社

取締役会の判断、意見などとともに公表するなど、株主の皆様が適切な判断を行うための情

報と時間の確保に努めるとともに、必要に応じて、会社法その他関係法令の許容する範囲内

において適切な対応をしてまいります。

以 上

※本文中の記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(2022年３月31日現在)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

百万円 百万円

流 動 資 産 13,365 流 動 負 債 9,917

現 金 及 び 預 金 7,104 営 業 未 払 金 2,608

受取手形及び営業未収金 4,654 短 期 借 入 金 3,741

電 子 記 録 債 権 226 １ 年 内 償 還 社 債 860

そ の 他 1,384 リ ー ス 債 務 217

貸 倒 引 当 金 △5 未 払 法 人 税 等 816

そ の 他 1,673

固 定 資 産 28,589

( 有 形 固 定 資 産 ) 21,232 固 定 負 債 10,578

建 物 及 び 構 築 物 12,814 社 債 2,360

機械装置及び運搬具 516 長 期 借 入 金 2,702

器 具 及 び 備 品 325 リ ー ス 債 務 543

土 地 6,809 繰 延 税 金 負 債 27

リ ー ス 資 産 691 役員退職慰労引当金 1,068

建 設 仮 勘 定 73 退職給付に係る負債 2,535

長 期 前 受 金 966

( 無 形 固 定 資 産 ) 1,367 そ の 他 374

借 地 権 977

そ の 他 390 負 債 合 計 20,496

純 資 産 の 部

(投資その他の資産) 5,989

投 資 有 価 証 券 4,879 株 主 資 本 20,971

繰 延 税 金 資 産 304 資 本 金 5,376

そ の 他 848 資 本 剰 余 金 4,415

貸 倒 引 当 金 △42 利 益 剰 余 金 11,193

自 己 株 式 △14

繰 延 資 産 33

社 債 発 行 費 33 その他の包括利益累計額 522

その他有価証券評価差額金 749

為 替 換 算 調 整 勘 定 △184

退職給付に係る調整累計額 △42

純 資 産 合 計 21,493

資 産 合 計 41,989 負 債 及 び 純 資 産 合 計 41,989

※記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

( 2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

科 目
金 額

内 訳 合 計
百万円 百万円

売 上 高 54,108

売 上 原 価 49,026

作 業 費 37,587

人 件 費 5,486

賃 借 料 2,815

減 価 償 却 費 1,680

税 金 316

そ の 他 1,139

売 上 総 利 益 5,082

一 般 管 理 費 1,941

営 業 利 益 3,140

営 業 外 収 益 256

受 取 利 息 及 び 配 当 金 180

為 替 差 益 30

そ の 他 45

営 業 外 費 用 110

支 払 利 息 83

社 債 発 行 費 償 却 18

そ の 他 8

経 常 利 益 3,286

特 別 利 益 0

投 資 有 価 証 券 売 却 益 0

固 定 資 産 売 却 益 0

特 別 損 失 29

固 定 資 産 処 分 損 29

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,257

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,107

法 人 税 等 調 整 額 △112

当 期 純 利 益 2,263

非支配株主に帰属する当期純利益 －

親会社株主に帰属する当期純利益 2,263

※記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

項 目
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 5,376 4,415 9,294 △13 19,072

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

△38 △38

会計方針の変更を反映した
2021 年 ４ 月 １ 日 残 高

5,376 4,415 9,256 △13 19,034

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △326 △326
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益

2,263 2,263

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－

連結会計年度中の変動額合計 － － 1,936 △0 1,936

2022 年 ３ 月 31 日 残 高 5,376 4,415 11,193 △14 20,971

項 目

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 983 △324 △61 597 19,670

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

－ △38

会計方針の変更を反映した
2021 年 ４ 月 １ 日 残 高

983 △324 △61 597 19,632

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － △326
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益

－ 2,263

自 己 株 式 の 取 得 － △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△234 140 18 △75 △75

連結会計年度中の変動額合計 △234 140 18 △75 1,860

2022 年 ３ 月 31 日 残 高 749 △184 △42 522 21,493

※記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表

(2022年３月31日現在)

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

百万円 百万円

流 動 資 産 7,504 流 動 負 債 9,192
現 金 及 び 預 金 3,001 営 業 未 払 金 2,249
受 取 手 形 11 短 期 借 入 金 2,843
営 業 未 収 金 3,447 １年内返済長期借入金 1,557
電 子 記 録 債 権 226 １ 年 内 償 還 社 債 800
貯 蔵 品 17 リ ー ス 債 務 19
前 払 費 用 152 未 払 金 454
立 替 金 435 未 払 費 用 205
未 収 入 金 137 未 払 法 人 税 等 525
短 期 貸 付 金 60 預 り 金 264
そ の 他 16 前 受 収 益 273
貸 倒 引 当 金 △1

固 定 負 債 8,834
固 定 資 産 27,211 社 債 2,150
( 有 形 固 定 資 産 ) 19,806 長 期 借 入 金 2,684

建 物 12,150 リ ー ス 債 務 28
構 築 物 281 長 期 未 払 金 12
機 械 及 び 装 置 402 退 職 給 付 引 当 金 1,392
車 輌 運 搬 具 3 役員退職慰労引当金 1,022
器 具 及 び 備 品 204 関係会社損失引当金 230
土 地 6,654 長 期 前 受 金 966
リ ー ス 資 産 42 そ の 他 348
建 設 仮 勘 定 68

負 債 合 計 18,027
( 無 形 固 定 資 産 ) 1,393 純 資 産 の 部

借 地 権 977
ソ フ ト ウ エ ア 401 株 主 資 本 16,248
そ の 他 14 資 本 金 5,376

資 本 剰 余 金 3,689
(投資その他の資産) 6,011 資 本 準 備 金 3,689

投 資 有 価 証 券 4,145 利 益 剰 余 金 7,195
関 係 会 社 株 式 1,095 利 益 準 備 金 984
長 期 貸 付 金 290 そ の 他 利 益 剰 余 金 6,210
差 入 保 証 金 342 固定資産圧縮積立金 762
繰 延 税 金 資 産 90 別 途 積 立 金 1,513
そ の 他 80 繰 越 利 益 剰 余 金 3,934
貸 倒 引 当 金 △32 自 己 株 式 △14

評価・換算差額等 470
繰 延 資 産 29 その他有価証券評価差額金 470

社 債 発 行 費 29
純 資 産 合 計 16,718

資 産 合 計 34,746 負 債 及 び 純 資 産 合 計 34,746

※記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

( 2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

科 目
金 額

内 訳 合 計

百万円 百万円

売 上 高 43,615

売 上 原 価 40,550

作 業 費 34,592

人 件 費 2,083

賃 借 料 1,894

減 価 償 却 費 1,363

税 金 296

そ の 他 319

売 上 総 利 益 3,065

一 般 管 理 費 1,214

営 業 利 益 1,851

営 業 外 収 益 240

受 取 利 息 及 び 配 当 金 185

為 替 差 益 29

そ の 他 25

営 業 外 費 用 111

支 払 利 息 84

社 債 発 行 費 償 却 17

そ の 他 9

経 常 利 益 1,979

特 別 利 益 0

投 資 有 価 証 券 売 却 益 0

特 別 損 失 1

固 定 資 産 処 分 損 1

税 引 前 当 期 純 利 益 1,978

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 702

法 人 税 等 調 整 額 △117

当 期 純 利 益 1,394

※記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

項 目

株 主 資 本

資本金
資 本 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金合計

百万円 百万円 百万円

2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 5,376 3,689 3,689
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

会計方針の変更を反映した
2021 年 ４ 月 １ 日 残 高

5,376 3,689 3,689

事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 －
固定資産圧縮積立金の取崩 －
当 期 純 利 益 －
自 己 株 式 の 取 得 －
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額)

－

事業年度中の変動額合計 － － －
2022 年 ３ 月 31 日 残 高 5,376 3,689 3,689

項 目

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

利益剰余金合計
固定資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 984 775 1,513 2,887 6,161
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

△33 △33

会計方針の変更を反映した
2021 年 ４ 月 １ 日 残 高

984 775 1,513 2,854 6,128

事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △326 △326
固定資産圧縮積立金の取崩 △12 12 －
当 期 純 利 益 1,394 1,394
自 己 株 式 の 取 得 －
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額)

－

事業年度中の変動額合計 － △12 － 1,079 1,067
2022 年 ３ 月 31 日 残 高 984 762 1,513 3,934 7,195
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項 目
株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 △13 15,214 650 650 15,865
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

△33 △33

会計方針の変更を反映した
2021 年 ４ 月 １ 日 残 高

△13 15,180 650 650 15,831

事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △326 － △326
固定資産圧縮積立金の取崩 － － －
当 期 純 利 益 1,394 － 1,394
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 － △0
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額)

－ △180 △180 △180

事業年度中の変動額合計 △0 1,067 △180 △180 887
2022 年 ３ 月 31 日 残 高 △14 16,248 470 470 16,718

※記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

２０２２年５月１７日

ケ イ ヒ ン 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 海 野 隆 善

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 諸 貫 健太郎

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、ケイヒン株式会社の２０２１年４月１日から２

０２２年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ケイヒン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

２０２２年５月１７日

ケ イ ヒ ン 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 海 野 隆 善

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 諸 貫 健太郎

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、ケイヒン株式会社の２０２１年４月１日

から２０２２年３月３１日までの第７５期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第７５期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、
本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1.監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、当期の監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査の方針、職務の分担等に従い、
テレビ会議システム等も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等との意思疎通を図り、
情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第１００条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統
制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第１１８条第３号イの基本方針については、その内容につ
いて検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第１３１条各
号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成１７年１０月２８日企業会計審議会)等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2.監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な
不備はない旨の報告を取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から受けております。
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④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
については、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

２０２２年５月１９日
ケイヒン株式会社 監 査 役 会

常勤監査役 野 村 洋 資 ㊞

常勤監査役（社外監査役） 杉 野 直 樹 ㊞

監 査 役（社外監査役） 森 信 一 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第７０号）附則第１条ただし書きに
規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が２０２２年９月１日とされたこと
に伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨およ
び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することが
できる旨を設けるものであります。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要
となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する
附則を設けるものであります。

2. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

第３章 株主総会 第３章 株主総会

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供）
第１６条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類、事業報告、計算書類およ
び連結計算書類に記載または表示をすべ
き事項に係る情報を、法務省令に定める
ところに従いインターネットを利用する
方法で開示することにより、株主に対し
て提供したものとみなすことができる。

（削 除）
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現 行 定 款 変 更 案

（新 設） （電子提供措置等）
第１６条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類等の内容である情報について、
電子提供措置をとるものとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部または一部に
ついて、議決権の基準日までに書面交付請
求した株主に対して交付する書面に記載し
ないことができる。

（新 設）
（附 則）
１．変更前定款第１６条（株主総会参考書類等のイン

ターネット開示とみなし提供）の削除および変更
後定款第１６条（電子提供措置等）の新設は、会
社法の一部を改正する法律（令和元年法律第７０
号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の
施行の日である２０２２年９月１日（以下、「施
行日」という。）から効力を生ずるものとする。

２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内
の日を株主総会の日とする株主総会については、
変更前定款第１６条（株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供）はなお効力を有す
る。

３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または
前項の株主総会の日から３か月を経過した日のい
ずれか遅い日後にこれを削除する。
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第２号議案 取締役１１名選任の件

取締役全員（１４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役

１１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

１

大
おお

津
つ

育
やす

敬
ゆき

(1949年７月４日生)

1978年９月 ケイヒン アメリカ コーポレーション

代表取締役社長

53,707株

1984年４月 当社社長室長
1985年６月 取締役
1986年４月 常務取締役
1989年６月 専務取締役
1991年６月 代表取締役社長
2019年４月 代表取締役会長（現在）
〈重要な兼職の状況〉
・エヴェレット スティームシップ コーポレーション
代表取締役会長 兼 社長

【取締役候補者とした理由】
長年にわたり代表取締役として会社を経営し、グループ会社を含めた当社グループの事業活動を統
轄しており、その豊富な経験と幅広い見識をもって当社の経営に寄与するため、取締役候補者とし
ております。

２

杉
すぎ

山
やま

光
みつ

延
のぶ

(1961年６月５日生)

1985年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友
銀行）入行

3,250株
2008年２月 当社営業統轄部担当部長
2008年６月 取締役
2013年６月 常務取締役
2016年６月 専務取締役
2019年４月 代表取締役社長（現在）

【取締役候補者とした理由】
常務取締役・専務取締役を歴任して会社経営に深く携わり、現在は代表取締役社長として会社を経
営しており、その豊富な経験と幅広い見識をもって当社の経営に寄与するため、取締役候補者とし
ております。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

３

関
せき

本
もと

篤
あつ

弘
ひろ

(1958年７月30日生)

1981年４月 当社入社

3,300株

2008年６月 取締役
2016年６月 常務取締役
2019年４月 専務取締役営業部門担当 兼 宅配統轄部長

（現在）
〈重要な兼職の状況〉
・ケイヒン配送株式会社代表取締役社長

【取締役候補者とした理由】
流通加工・配送等に係る事業を統轄する部門の責任者を務め、グループ会社の役員を歴任するな
ど、国内物流事業に精通しているほか、営業部門を統轄し、専務取締役として会社経営に深く携わ
っており、その豊富な経験と幅広い見識をもって当社の経営に寄与するため、取締役候補者として
おります。

４

大
おお

津
つ

英
ひで

敬
ゆき

(1985年６月21日生)

2009年４月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

1,000株

2015年４月 当社営業統轄部副部長
2016年４月 社長室長 兼 システム統轄部長
2016年６月 取締役
2019年４月 常務取締役社長室長 兼 システム統轄部長

（現在）

【取締役候補者とした理由】
他社での経験に加え、経営企画・情報システム部門の責任者を務めるとともに、常務取締役として
会社経営に深く携わっており、その豊富な経験と幅広い見識をもって当社の経営に寄与するため、
取締役候補者としております。

５

坂
さか

井
い

賢
まさ

敏
とし

(1958年11月21日生)

1982年４月 当社入社

3,900株

2012年６月 取締役
2019年４月 常務取締役海上・ターミナル営業部長
2022年４月 常務取締役港湾運送営業部長（現在）
〈重要な兼職の状況〉
・ケイヒン海運株式会社代表取締役社長

【取締役候補者とした理由】
長年にわたり輸出車両輸送に係る部門の責任者を務め、グループ会社の役員を務めるなど、国際物
流事業に精通しているほか、常務取締役として会社経営に深く携わっており、その豊富な経験と幅
広い見識をもって当社の経営に寄与するため、取締役候補者としております。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

６

荒
あら

井
い

正
まさ

俊
とし

(1962年５月15日生)

1985年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友
銀行）入行

3,000株
1997年９月 株式会社読売広告社入社
2009年７月 当社営業統轄部担当部長
2010年４月 財務部担当部長
2012年６月 取締役財務部長（現在）

【取締役候補者とした理由】
他社での経験も含め財務・会計に関する深い知識を有し、当社財務部門の責任者を務めるなど、そ
の豊富な経験と幅広い見識をもって当社の経営に寄与するため、取締役候補者としております。

７

吉
よし

村
むら

裕
ひろし

(1966年４月24日生)

1990年４月 当社入社

1,700株
2014年４月 宅配営業部副部長
2016年６月 取締役関西営業部長
2022年４月 取締役人財開発部長（現在）

【取締役候補者とした理由】
関西地区の倉庫・陸上運送等に係る部門の責任者を経験し、グループ会社の役員を歴任するなど、
国内物流事業に精通しているほか、人事部門の責任者を務め、その豊富な経験と幅広い見識をもっ
て当社の経営に寄与するため、取締役候補者としております。

８

筒
つつ

井
い

章
しょう

太
た

(1971年２月23日生)

1993年４月 当社入社
800株2017年４月 営業統轄部長

2019年６月 取締役営業統轄部長（現在）
【取締役候補者とした理由】
倉庫運営を中心とした国内物流事業での長年の経験に加え、当社グループの営業部門を統轄する責
任者を務めるなど、その豊富な経験と幅広い見識をもって当社の経営に寄与するため、取締役候補
者としております。

９

葉
は

梨
なし

陽一郎
よういちろう

(1970年11月23日生)

1994年４月 当社入社

3,900株

2014年４月 関東営業部副部長
2017年４月 関東営業部長
2019年６月 取締役関東営業部長（現在）
〈重要な兼職の状況〉
・ケイヒン陸運株式会社（本店 東京都足立区）
代表取締役社長

【取締役候補者とした理由】
関東地区の倉庫・陸上運送等に係る部門の責任者を務め、グループ会社の役員を務めるなど、国内
物流事業に精通しており、その豊富な経験と幅広い見識をもって当社の経営に寄与するため、取締
役候補者としております。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

10

本
ほん

保
ぽ

芳
よし

明
あき

(1949年４月20日生)

1974年４月 運輸省入省

0株

2001年７月 国土交通省大臣官房審議官
2006年４月 日本郵政公社理事・専務執行役員
2008年10月 国土交通省観光庁長官
2010年４月 首都大学東京（現 東京都立大学）教授
2014年１月 国土交通省観光庁参与
2015年４月 首都大学東京（現 東京都立大学）

特任教授
2015年６月 当社取締役（現在）
2017年５月 イオンディライト株式会社

社外取締役（現在）
2018年４月 首都大学東京（現 東京都立大学）

客員教授（現在）
〈重要な兼職の状況〉
・東京都立大学客員教授
・イオンディライト株式会社社外取締役

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
国土交通省における長年の経験と経営者としての幅広い見識を当社の経営に反映していただくた
め、社外取締役候補者としております。国土交通省における経験と経営者としての経験を生かし、
物流業界を含む幅広い視点から当社の経営に対し貴重な意見・助言をいただく等、経営監督機能の
強化に資する役割を期待しております。

11

※野
の

口
ぐち

隆
たかし

(1956年6月24日生)

1979年４月 株式会社横浜銀行入行

0株

2000年５月 同 上大岡支店長
2006年４月 同 執行役員
2010年４月 同 常務執行役員
2011年６月 同 取締役常務執行役員
2012年５月 協同飼料株式会社顧問
2012年６月 同 取締役専務執行役員
2014年10月 フィード・ワンホールディングス株式会社

（現 フィード・ワン株式会社）
取締役専務執行役員

2019年４月 同 取締役副社長執行役員
2021年４月 同 代表取締役副社長執行役員
2022年４月 同 取締役（現在）
〈重要な兼職の状況〉
・フィード・ワン株式会社取締役

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
長年にわたり会社の経営に携っており、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営
に反映していただくため、社外取締役候補者としております。経営者としての経験と金融機関にお
ける経験を生かし、当社の属する業界にとらわれない視点から当社の経営に対し貴重な意見・助言
をいただく等、経営監督機能の強化に資する役割を期待しております。
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(注) 1. 大津英敬氏およびその近親者は、京友株式会社の議決権を直接・間接にて100％保有しており、当社
は同社と設備の購入・修繕、事務機器等のリースおよび土地建物賃借等の取引関係があります。

2. 関本篤弘氏は、ケイヒン配送株式会社の代表取締役社長を兼務しており、当社は同社と流通加工・
配送業務の委託等の取引関係があります。

3. 坂井賢敏氏は、ケイヒン海運株式会社の代表取締役社長を兼務しており、当社は同社と国際運送取
扱業務の委託等の取引関係があります。

4. 葉梨陽一郎氏は、ケイヒン陸運株式会社（本店 東京都足立区）の代表取締役社長を兼務しており、
当社は同社と陸上運送業務の委託等の取引関係があります。

5. その他の各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
6. 本保芳明氏および野口隆氏は、社外取締役候補者であります。
7. 本保芳明氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年であります。
8. 当社は、本保芳明氏との間で、定款の規定に基づいて責任限定契約を締結しております。当該責任

限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の賠償責任について、同氏が職務を行うにつき善意
でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項で定める最低責任限度額を限度とするもので
あります。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。
また、野口隆氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結す
る予定であります。

9. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被
保険者が負担することになる、役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追
及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により補填することと
しております。各取締役候補者の再任・選任が承認された場合には、各取締役候補者は、当該保険
契約の被保険者に含められることとなります。また、次回の契約更新時には同内容での更新を予定
しております。

10. 当社は、本保芳明氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任
が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。また、野口隆氏の選任が承認さ
れた場合には、同氏についても、独立役員として届け出る予定であります。

11. ※印は新任取締役候補者であります。

― 39 ―

2022年05月24日 19時57分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



【ご参考】

各取締役候補者のスキル・マトリックス

企業経営 営業 グローバル
コンプライ

アンス
財務会計 人事労務

大津 育敬 ○ ○ 〇

杉山 光延 ○ ○ 〇 ○

関本 篤弘 ○ ○ ○

大津 英敬 ○ ○

坂井 賢敏 ○ ○ ○ ○

荒井 正俊 ○ ○

吉村 裕 ○ ○ ○

筒井 章太 ○ ○

葉梨陽一郎 ○ ○

本保 芳明 ○ ○

野口 隆 ○ ○
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第３号議案 監査役１名選任の件

監査役森信一氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選

任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

森
もり

信
しん

一
いち

(1955年３月26日生)

1978年４月 株式会社横浜銀行入行

0株

1995年２月 同 湘南ライフタウン支店長
2002年11月 同 リテール推進部長
2003年２月 同 統括営業本部事務局長
2003年４月 同 リテール企画部長
2004年４月 同 鶴見支店長
2006年８月 同 監査部長
2007年６月 同 常勤監査役
2010年６月 当社監査役（現在）
2011年６月 東亜道路工業株式会社常勤監査役（現在）
〈重要な兼職の状況〉
・東亜道路工業株式会社常勤監査役

【社外監査役候補者とした理由】
金融機関における長年の経験と他社の監査役としての豊富な経験により培われた高い見識を当社の監査業務
に反映していただくため、社外監査役候補者としております。同氏は、直接会社経営に関与された経験はあ
りませんが、上記の勤務経験を踏まえ、当社の属する業界にとらわれない視点から当社の経営に対し貴重な
意見・助言をいただく等、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
(注) 1. 森信一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 森信一氏は、社外監査役候補者であります。
3. 森信一氏の当社社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって12年であります。
4. 当社は、森信一氏との間で、定款の規定に基づいて責任限定契約を締結しております。当該責任限

定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の賠償責任について、同氏が職務を行うにつき善意で
かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項で定める最低責任限度額を限度とするものであ
ります。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。

5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被
保険者が負担することになる、役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追
及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により補填することと
しております。森信一氏の再任が承認された場合には、同氏は、当該保険契約の被保険者に含めら
れることとなります。また、次回の契約更新時には同内容での更新を予定しております。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件

２０２１年６月２９日開催の第７４期定時株主総会において補欠監査役に選任されまし

た野口隆氏より、第２号議案が原案どおり承認可決された場合に取締役として就任するこ

ととなるため、本総会終結の時をもって補欠監査役を辞退したい旨の申し出がありました

ので、第７４期定時株主総会の決議に基づき、監査役会の同意を得て、本総会終結の時を

もって同氏の補欠監査役選任の取消しを行う旨、取締役会で決議いたしました。

つきましては、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１

名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得たうえで、取

締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものといたします。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴および重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

梅
うめ

村
むら

芳
よし

正
まさ

(1959年1月9日生)

1981年４月 日本配合飼料株式会社入社

0株

2004年６月 同 中部・西日本支社関西営業部長
2011年４月 同 執行役員農場生産事業本部

農場会社管理部長
2012年４月 同 執行役員管理本部財務経理部長
2013年６月 同 取締役管理本部長

2014年10月 フィード・ワンホールディングス株式会社
（現 フィード・ワン株式会社）
上席執行役員管理本部副本部長

2018年４月 同 常務執行役員管理本部副本部長 兼
財務経理部長

2022年４月 同 常務執行役員管理本部長（現在）
〈重要な兼職の状況〉
・フィード・ワン株式会社常務執行役員管理本部長

【補欠の社外監査役候補者とした理由】
経営者としての豊富な経験と財務・会計上の知見を当社の監査業務に反映していただけるものと判断し、補
欠監査役候補者としております。また、当社の属する業界にとらわれない視点から当社の経営に対し貴重な
意見・助言をいただく等、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、補欠の社外
監査役候補者としております。
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(注)1. 梅村芳正氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 梅村芳正氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 梅村芳正氏が社外監査役に就任された場合には、当社は、同氏との間で、定款の規定に基づいて責任

限定契約を締結する予定であります。当該責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の賠償
責任について、同氏が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項で
定める最低責任限度額を限度とするものであります。

4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被
保険者が負担することになる、役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及
に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により補填することとして
おります。梅村芳正氏が社外監査役に就任された場合には、同氏は、当該保険契約の被保険者に含め
られることとなります。

5. 梅村芳正氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に
就任された場合には、当社は同氏を独立役員として届け出る予定であります。

第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任されます浅脇誠、尾曲裕之、桑嶋耕造の各氏に対

し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金

を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いた

いと存じます。

なお、本議案は、本招集ご通知１１頁、１２頁に記載の当社取締役会が決定した取締役

の報酬等の決定方針に沿うものであり、その内容は相当であります。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

浅
あさ

脇
わき

誠
まこと

2000年６月 取締役

2013年６月 常務取締役

2017年４月 専務取締役（現在）

尾
お

曲
まがり

裕
ひろ

之
ゆき

2007年６月 取締役（現在）

桑
くわ

嶋
しま

耕
こう

造
ぞう

2012年６月 取締役（現在）

以 上
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